Naviワークシート10　こんなときどうする？―消費者問題―
　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　組　　番　名前　　　　　　　　　　　　　

●事例１　（ネガティブ・オプション）
	今日，ダイエット茶が私あてに代金引換で配達されました。私が頼んだのだと思った母が，配達人に代金を支払ってしまいました。もちろん私は申し込んでいません。どうしたらよいのでしょうか。



●事例２　（キャッチセールス）
	駅前を歩いていたら「化粧品に関するアンケートをお願いします」と声をかけられ，営業所に連れていかれました。そこで肌年齢の診断をされ，化粧品を買う契約を迫られ，契約書にサインをしてしまいました。やっぱり不要なので契約を取り消したいんだけど，大丈夫ですか？



●事例３　（マルチ商法）
	先輩に化粧品販売のアルバイトをすすめられました。買い取った化粧品を自分で販売し，知り合いに紹介してその知り合いが買ってくれればボーナスが入るといわれました。買ってくれた知り合いがさらに誰かを紹介してくれれば私にもボーナスが入るといわれました。こんな話はめったにない，今がチャンスと言われ，ちょっと高いとは思いましたがつい契約してしまいました。しかし，家に帰って冷静に考えてみると，なんだかおかしいことに気付きました。これって解約とかできないのですか？



●事例４　（デート商法）
	友人の知り合いという若い男性から「簡単なアンケートに答えてください」と電話がかかり，その後，世間話をするうちに「会って話がしたい」と誘われた。
その人に興味を持ち，何度か会ったあとのある日「デザインしたネックレスと指輪をぜひ付けていて欲しい」と言われ，すっかり恋人同士の気持ちになっていた私は，彼のためならと思い契約をしたが，数日後連絡が取れなくなってしまった。








STEP1　それぞれの事例は何という悪質商法ですか。
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STEP2　対応がまずかった点，取るべき行動をまとめてみよう。
問題点　　　　　　　　　　　取るべき行動（下を参考に）
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事例１　代金を支払ってからまだあまり時間がたっていないなら，まず配達会社に連絡し，返金をしてもらうように申し出てください。そこでの返金が無理だったら，送り主に直接返金と商品の引き取りを申し出てください。いずれにしても，一度代金を支払ってしまうと，取り戻すのは非常に困難です。今後は，家族の誰が注文したのか分からない（代金引換の）商品は受け取りを拒否しましょう。
事例２と事例４　特定商取引に関する法律（特定商取引法）に基づき，契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ（無条件解除）をすることができます。
事例３　マルチ商法の場合，特定商取引に関する法律（特定商取引法）に基づき，契約書面の受領日もしくは，商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間以内ならクーリング・オフができます。
